
平成元年法律第⼋⼗四号
⼟地基本法
第⼀章 総則

（適正な利⽤及び管理等）
第三条 ⼟地は、その所在する地域の⾃然的、社会的、経済的及び⽂化的諸条件に応じて適正
に利⽤し、⼜は管理されるものとする。

２ ⼟地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防⽌
する観点から、適正に利⽤し、⼜は管理されるものとする。

３ ⼟地は、適正かつ合理的な⼟地の利⽤及び管理を図るため策定された⼟地の利⽤及び管理
に関する計画に従って利⽤し、⼜は管理されるものとする。

（⼟地所有者等の責務）
第六条 ⼟地所有者等は、第⼆条から前条までに定める⼟地についての基本理念（以下「⼟地
についての基本理念」という。）にのっとり、⼟地の利⽤及び管理並びに取引を⾏う責務を
有する。

２ ⼟地の所有者は、前項の責務を遂⾏するに当たっては、その所有する⼟地に関する登記⼿
続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該⼟地の所有権の境界の明確化のための措
置を適切に講ずるように努めなければならない。

３ ⼟地所有者等は、国⼜は地⽅公共団体が実施する⼟地に関する施策に協⼒しなければなら
ない。


